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１ 優先交渉権者選定基準の位置付け

 本優先交渉権者選定基準は、愛知県（以下「県」という。）が、愛知県国際展示場コンセ

ッション（以下「本事業」という。）を実施する民間事業者を競争性のある随意契約の一

類型である公募型プロポーザル方式により優先交渉権者として選定するための方法、審査

内容、審査項目、評価のポイント、配点等を示したものであり、募集要項と一体のもので

ある。 

２ 優先交渉権者選定方法の概要

（１）選定方法の概要

本事業は、国際展示場の維持管理・運営業務等を通じて、民間事業者に効率的・効果的

かつ安定的・継続的なサービスの提供を求め、地域経済の活性化等を図るものであり、民

間事業者の幅広い能力・ノウハウを総合的に評価して選定することが必要であることから、

ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドラインに示される事業者選定フロー及び民間事業

者の募集、評価・選定にあたっての基本的な考え方を踏まえ、競争性のある随意契約であ

る公募型プロポーザル方式を採用し、提案を総合的に評価するものとする。 

優先交渉権者の選定は、参加資格要件の充足を確認する「資格審査」と、具体的な取組

内容、実施時期、対価等を審査し、優先交渉権者を選定する「提案審査」により実施する。 

（２）優先交渉権者選定の体制

県は優先交渉権者を選定するにあたり、専門的見地からの意見を参考とするために、「愛

知県国際展示場運営等民間事業者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）を設置した。 

選定委員会は各応募者から提案された提案書を評価し、県は選定委員会による評価を受

けて優先交渉権者を選定する。 
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＜委員会の構成＞ 

氏名 所属・役職 

◎山内 弘隆 一橋大学大学院商学研究科教授 

藤本 欣伸 西村あさひ法律事務所弁護士 

山田  泉 
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー 

統括パートナー 公認会計士 

内田 俊宏 中京大学経済学部客員教授 

小川 秀樹 愛知県商工会議所連合会専務理事 

小川 正樹 中部経済連合会専務理事 

植田 昌也 愛知県振興部長 

◎委員長 
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３ 審査の手順

審査の手順を以下に示す。 

資格審査
参加資格要件の充足を確認

提案審査 
提案書類に基づく審査及びヒアリング 
応募者プレゼンテーション、県との対話

順位の決定 

優先交渉権者の決定

県 

県 

選
定
委
員
会

失格

選定委員会による得点案作成
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４ 審査方法

（１）資格審査

県は、審査書類に含まれる資格審査書類について、募集要項に示す参加資格要件の充足

について審査を行う。参加資格要件を満たしていない場合、失格となる。 

（２）提案審査

ア 提案審査における審査項目 

提案された価格が募集要項等に示された最低提案価格を下回っていた場合、または提出

を求めている資料に不足があった場合には失格とする。 

選定委員会では、審査書類に含まれる提案審査書類について協議及びイ提案項目の評価

方法に基づく採点を行い、得点案を作成し、県に報告する。 

なお、選定委員会における審査では、提案の趣旨等を確認するため、ヒアリング及び応

募者によるプレゼンテーション並びに県との対話（以下「ヒアリング等」という）の実施

を想定している。また、ヒアリング等においては、事業統括責任者の予定の者、ＳＰＣの

代表者の予定の者に加え、附帯事業や任意事業における事業部門の責任者も出席者に含む

ものとする。 

イ 提案項目の評価方法 

委員が審査を行うにあたっては、ヒアリング等を踏まえ、審査項目ごとに評価のポイン

トに挙げた事項を考慮した上で、募集要項や要求水準を充足する提案を０点とし、要求水

準を超えた優れた内容であるか、要求水準を達するための具体的で実現可能な方策が記載

されているかどうかの程度に応じて加点を行う。 

また、各審査項目において、要求水準を充足しない提案内容があった場合は失格とする。 

提案項目の加点方法は以下のとおりとする。 

加算点の評価は各項目で、Ａ～Ｅの５段階評価とする。 

Ａ：配点 ×１００％ （提案内容が特に優れている） 

Ｂ：配点 × ７５％ （Ａ―Ｃの中間） 

Ｃ：配点 × ５０％ （提案内容が優れている） 

Ｄ：配点 × ２５％ （Ｃ―Ｅの中間） 

Ｅ：配点 × ０％ （提案内容が募集要項や要求水準を満たす） 

ウ 選定委員会の評価の決定 

選定委員会は、委員が採点した得点案の優劣によって順位を決める。 
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（３）優先交渉権者の選定

県は、（２）の結果を踏まえ、審査参加者の得点及び順位を決定し、第一位の審査参加者

を優先交渉権者として選定する。また、第二位の審査参加者を次点交渉権者とする。 

なお、審査項目のうち、「提案金額に係る事項」を除く審査項目については、提案内容の

品質を確保する観点から、委員の採点結果の平均が８７．５点以上を得ることが相応しい

と考え、これを基準とした審査を行う。 
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表 審査項目（１５０点満点） 

提案を 

求める項目

具体的な項目 評価ポイント 配点 対応 

様式 

本事業に係

る計画全体

に関する事

項 

本事業の実施の基

本方針

・本事業の実施の基本方針につい

て、本事業を取り巻く環境、事業目

的、立地特性等を踏まえた、具体的

かつ優れた提案がなされているか。

・他の展示場等との差別化が可能

な、独自性のある斬新な提案がなさ

れているか。

・需要創造のための成長のストーリ

ーは明確か。維持管理運営業務及び

官民連携による需要創造業務それ

ぞれについて、事業としての自立

（独立採算）へ向けた明確なビジョ

ン（戦略）が示されているか。

４０ 様式Ａ 

本事業全体の事業

スキーム及び実施

体制 

・官民連携による需要創造推進業務

を含む本事業全体の運営スキーム

について、本事業を取り巻く環境や

事業目的等を的確に踏まえた、具体

的かつ優れた提案がなされている

か。

・人材配置や組織体制について、具

体的かつ優れた提案がなされてい

るか。

・本事業を円滑に実施するための実

施体制面での工夫について、具体的

かつ優れた提案がなされているか。

・本事業全体のガバナンスを適切に

維持しうる体制が提案されている

か、またその体制を円滑に運営する

ための工夫が具体的に示されてい

るか。（本事業を構成する各業務及

び事業全体について、それぞれ評価

する。）

 様式Ｂ 

誘致・営業戦略 ・国内外における展示会産業の動向

やターゲットとする催事テーマの

現状、本県の状況を的確に把握して

いるか。

・展示会を中心とした各種催事の誘

致・営業戦略（催事誘致や利用促

進等に関するターゲットや目標

の設定）、具体的かつ優れた実現

可能性の高い提案がなされてい

様式Ｃ 
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提案を 

求める項目

具体的な項目 評価ポイント 配点 対応 

様式 

るか。

・各種催事の誘致・営業に係る人材

育成、専門的な人材配置等につい

て、具体的かつ優れた提案がなされ

ているか。

地域連携・地域貢

献、環境配慮 

・地域への経済効果や社会効果を高

める方策について、具体的かつ優れ

た提案がなされているか。

・省エネルギー、温暖化対策、廃棄

物処理等の推進について、具体的か

つ優れた提案がなされているか。

 様式Ｄ 

事業計画の妥当性 ・長期収支計画について、当初の赤

字の考え方を含めた収入・支出の各

項目の設定の根拠や考え方が明確

かつ妥当であり、将来的な事業の自

立に向けたビジョン（戦略）と符合

しているなど、全体として整合性の

取れた計画となっているか。

・利用料金等の価格設定について、

設定の根拠や考え方等が明確かつ

妥当か。

・財務の健全性と安定性の確保策に

ついて、具体的かつ優れた提案がな

されているか。

 様式 

Ｅ－１ 

Ｅ－２ 

維持管理運

営業務に関

する事項 

効率的な施設維持

管理

・効率的な施設維持管理のための方

策について、具体的かつ優れた提案

がなされているか。

・稼働低下時においても、サービス

水準を確保・維持しながら、効率的

かつ安定的に施設維持管理を行う

ための対応策（収益確保、コスト削

減策等）について、具体的かつ優れ

た提案がなされているか。

・施設の故障等の緊急時の対応方策

について、具体的かつ優れた提案が

なされているか。

１５ 様式Ｆ

利用者サービス ・主催者や来場者等の利用者に対す

るサービス向上、満足度向上のため

の方策について、具体的かつ優れた

提案がなされているか。

・利用者ニーズの把握や苦情対応、

及びそれらに対応するための業務

改善方策について、具体的かつ優れ

た提案がなされているか。

 様式Ｇ 
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提案を 

求める項目

具体的な項目 評価ポイント 配点 対応 

様式 

備品・設備の調達及

び修繕・更新計画 

・初度備品・設備整備に関する方針

等について具体的かつ優れた提案

がなされているか。 

・施設や設備、備品等に関する修

繕・更新計画について、具体的かつ

優れた提案がなされているか。

 様式Ｈ 

附帯事業運

営業務に関

する事項 

事業内容 ・駐車場運営、飲食・売店等利用者

利便施設の運営について、来場者等

のニーズに対応できる、具体的かつ

優れた提案がなされているか。

・保税展示場としての利用促進策に

ついて、具体的かつ優れた提案がな

されているか。

５ 様式Ｉ 

官民連携に

よる需要創

造推進に関

する事項 

業務方針・展開スケ

ジュール

・官民連携による需要創造推進に係

る理念・考え方に対して十分な理解

がなされているか。基本方針に基づ

いているか。 

・業務方針や長期的な展開スケジュ

ールについて、具体的かつ優れた提

案がなされているか。

４０ 様式Ｊ 

組織体制及び運営

方針

・官民連携による組織体制（組織の

設置形態を含む）や、人材登用・人

材育成等の方策について、具体的で

実現可能、かつ優れた提案がなされ

ているか。

・県との役割分担、県や地元経済界

等との連携・協力を前提とした運営

体制、運営方針について、具体的か

つ優れた提案がなされているか。

 様式Ｋ 

(1)広域的・国際的ﾏ

ｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、

国内外ﾈｯﾄﾜｰｸ形成

業務

・広域的・国際的に展開するマーケ

ティング・プロモーションの訴求対

象及び手法、国内外ネットワーク形

成の対象及び手法について、明確か

つ妥当か。

・達成すべき目標や県及び事業者の

役割分担が明確に設定され、業務計

画とその経営資源の裏付けについ

て具体的かつ優れた提案がなされ

ているか。

 様式Ｌ 

(2)展示会等の催事

企画・開催支援業務

・主催者のニーズを的確に把握して

いるか、あるいは的確に把握できる

手法を提案しているか。 

・主催者へのアプローチや必要な支

援を効果的に行う体制・手法が提案

 様式Ｍ 
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提案を 

求める項目

具体的な項目 評価ポイント 配点 対応 

様式 

されているか。 

・達成すべき目標や県及び事業者の

役割分担が明確に設定され、業務計

画とその経営資源の裏付けについ

て具体的かつ優れた提案がなされ

ているか。 

(3)展示会等企画・開

催業務

・愛知県の政策方針に合致したテー

マ設定をしているか。

・催事計画や実施方法（運営手法、

事業計画、県との役割分担等）につ

いて、具体的かつ優れた提案がなさ

れているか。

・目標設定及び成長カーブの想定は

妥当か。

 様式Ｎ 

開業前準備

業務に関す

る事項 

開業前準備 

（事業範囲には含まれないが、

開業後の業務と一体として実

施すべき業務であり、提案を受

ける） 

・開業前の人材登用・人材育成等に

ついて、具体的かつ優れた提案がな

されているか。

・開業前の事前のプロモーションや

予約受付等について、具体的かつ優

れた提案がなされているか。

・ブランディングの進め方、トータ

ルデザインコンセプト作成業務と

の連携について、具体的かつ優れた

提案がなされているか。 

５ 様 式 Ｏ

－１ 

Ｏ－２ 

任意提案に

関する事項 

任意提案 ・展示場との相乗効果による経済効

果、にぎわい創出につながる内容と

なっているか。

・多目的利用地や港湾用地の積極的

な活用を図る内容となっているか。

・売電事業に関する積極的な提案が

なされているか。

・集客の見込みは適切か。

・実施主体や事業計画など、実現可

能かつ具体的な提案がなされてい

るか。

・デジタルサイネージや音響機器等

を活かした催事開催など、独自性の

ある提案が積極的になされている

か。

２０ 様式Ｐ 

提案金額に

関わる審査

事項 

運営権対価の価格

等

（算式による） ２５ 様 式 Ｑ

－１ 

Ｑ－２ 


